施設サービスおよび短期入所サービスの負担額の減額
居住費と食費の負担額は、過重な負担とならないよう課税状況や年金収入の状況に応じて段階ごとに区分されています。第１段階から第３段階までの方は、下記の基準額から申請により減額されます。（下表）
	基準費用額（月額概数）

	居住費
	食費

	ﾕﾆｯﾄ型個室
	ﾕﾆｯﾄ型準個室
	従来型個室
	相部屋（多床室）
	

	60,000円
	50,000円
	35,000円(50,000円)
	10,000円
	42,000円


	介護保険施設（ショートステイ含む）における段階区分別負担額（月額概数）

	段階区分
	居住費
	食費

	所得区分
	利用者　負担段階
	ユニット型個室
	ユニット型準個室
	従来型個室※
	相部屋(多床室)
	

	住民税
	世帯非課税者
	合計所得金額と課税年金収入額の合計が８０万円超
	第３段階
	50,000円
	40,000円
	25,000円(40,000円)
	10,000円
	20,000円

	
	
	合計所得金額と課税年金収入額の合計が８０万円以下
	第２段階
	25,000円
	15,000円
	13,000円(15,000円)
	10,000円
	12,000円

	
	
	老齢福祉年金受給者
	第１段階
	25,000円
	15,000円
	10,000円(15,000円)
	0円
	10,000円

	
	生活保護受給者等
	
	
	
	
	
	


※平成17年9月30日において従来型個室に入所しており、引き続き利用される場合で、過去１か月間にわたり、個室料を支払う対象となっていない方は、当分の間、相部屋の居住費と同額で利用できる経過措置があります。
また、従来型個室入居者で、感染症や精神症状等、医師の判断で利用する場合は、相部屋の居住費と同額で利用できます。
※施設により、この他に特別な室料・食費がかかる場合があります。
※(　)内は、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の場合です。
